
研

修

を

実

施

す

る

者

研

修

の

名

称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
全
国
建
設
研
修
セ
ン

タ
ー

東
京
都
小
平
市
喜
平
町
二
丁
目
一
番
二
号

ダ
ム
管
理
主
任
技
術
者
研
修

７

第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

財
団
法
人
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
紛
争

処
理
支
援
セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
四
番
地
五

講

習

を

実

施

す

る

者

講

習

の

名

称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
四
番
地
五

評
価
員
講
習
会

財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
番
二
号

評
価
員
講
習
会

指

定

住

宅

性

能

評

価

機

関

評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所

の
所
在
地

名

称

住

所

財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
四
番
地
五

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
四

番
地
五
相
互
二
番
町
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ

財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
番
二
号

一

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三

丁
目
二
番
二
号
第
三
十
森

ビ
ル

二

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区

常
盤
町
一
丁
目
三
番
八
号

中
央
大
通
り
Ｆ
Ｎ
ビ
ル

財
団
法
人
日
本
建
築
設
備
・
昇

降
機
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
十
三
番
五
号

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目

十
三
番
五
号
第
一
天
徳
ビ
ル

財
団
法
人
住
宅
保
証
機
構

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
十
七
番
二
十
二

号
赤
坂
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
本
館

一

山
形
県
山
形
市
城
北
町

一
丁
目
十
二
番
二
十
六
号

二

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内

一
丁
目
十
四
番
十
九
号
山

梨
県
建
設
会
館
四
階

三

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁

目
十
七
番
二
十
二
号
赤
坂

ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
本
館

財
団
法
人
日
本
建
築
総
合
試
験

所

大
阪
府
吹
田
市
藤
白
台
五
丁
目
八
番
一
号

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
新

町
一
丁
目
二
番
十
号
Ｔ
Ｓ
ビ

ル

指
定
住
宅
型
式
性
能
認
定
機
関

認
定
等
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地

認
定
等
の
業
務
の
開
始
の

日

名

称

住

所

財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ

ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五
相
互
二
番
町
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ

平
成
十
二
年
八
月
一
日

財
団
法
人
日
本
建
築

セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁

目
二
番
二
号

一

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

三
丁
目
二
番
二
号

平
成
十
二
年
八
月
一
日

二

大
阪
府
大
阪
市
中
央

区
常
盤
町
一
丁
目
三
番

八
号
中
央
大
通
り
Ｆ
Ｎ

ビ
ル

財
団
法
人
日
本
建
築

総
合
試
験
所

大
阪
府
吹
田
市
藤
白
台
五

丁
目
八
番
一
号

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南

新
町
一
丁
目
三
番
八
号
ヤ

マ
ハ
ラ
ビ
ル

平
成
十
二
年
十
月
三
日

平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
」
に
、「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
五
十
七
条
の
二
」
に
、「
第
八
十

二
条
」
を
「
第
八
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
前

項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

職
員
、
登
録
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
登
録
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
登
録
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
登
録
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能

力
が
あ
る
こ
と
。

三

登
録
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
が
不
公
正
に
な
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10

第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講

習
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
章
第
二
節
中
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関
）

第
二
十
三
条
の
二

指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
地

方
公
共
団
体
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
評
価
の
業
務
を

行
う
事
務
所
の
所
在
地
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

第
二
章
第
三
節
中
第
五
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
住
宅
型
式
性
能
認
定
機
関
）

第
五
十
七
条
の
二

指
定
住
宅
型
式
性
能
認
定
機
関
の
う
ち
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

の
名
称
及
び
住
所
、
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

šœ™


